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提案理由   

本案は、白井市こども発達センターで児童福祉法に基づく児童発

達支援センターの業務を行うため、条例の一部を改正するものです。 

 

 



   白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例  

 

 白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７

年条例第１９号）の一部を次のように改正する。  

 第３条第３号中「第５条第１７項」を「第５条第１９項」に、「

同条第２０項」を「同条第２２項」に、「同条第２１項」を「同条

第２３項」に、「）及び」を「）並びに」に改め、同条第４号中「

及び同条第４項」を「（以下「児童発達支援」という。）、同条第

６項」に、「放課後等デイサービス」及び「児童発達支援等」を「

保育所等訪問支援」に、「並びに同条第７項」を「、同条第８項」

に、「及び同条第８項」を「、同条第９項」に改める。  

 第４条第１項第４号中「児童発達支援等」を「児童発達支援及び

保育所等訪問支援」に改める。  

 第１４条の表こども発達センターの項中「児童発達支援等」を「

児童発達支援」に、「午後４時」を「午後３時」に改める。  

 第１６条第１項第２号中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削

る。  

   附 則  

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、第３条の

改正規定（同条第４号中「及び同条第４項」を「（以下「児童発達

支援」という。）、同条第６項」に、「放課後等デイサービス」及

び「児童発達支援等」を「保育所等訪問支援」に改める部分を除

く。）及び第１６条第１項第２号の改正規定は、公布の日から施行

する。  
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議案第３号資料 

○白井市保健福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第１９号）新旧対照表 

改 正 案 現  行 

（略） （略） 

（事業） （事業） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」

という。）第５条第１９項に規定する基本相談支援、同条第

２２項に規定するサービス利用支援、同条第２３項に規定す

る継続サービス利用支援及び同法第７７条第１項に規定する

地域生活支援事業のうち同項第９号に規定する事業（以下「障

害者デイサービス」という。）並びに身体障害者の支援に関

する事業 

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」

という。）第５条第１７項に規定する基本相談支援、同条第

２０項に規定するサービス利用支援、同条第２１項に規定す

る継続サービス利用支援及び同法第７７条第１項に規定する

地域生活支援事業のうち同項第９号に規定する事業（以下「障

害者デイサービス」という。）及び 身体障害者の支援に関

する事業 

(4) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２

第２項に規定する児童発達支援（以下「児童発達支援」とい

う。）、同条第６項に規定する保育所等訪問支援  （以下

「保育所等訪問支援」という。）、同条第８項  に規定す

る障害児支援利用援助、同条第９項 に規定する継続障害児

支援利用援助その他発達に障害のある児童の支援に関する事

業 

(4) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２

第２項に規定する児童発達支援及び同条第４項      

         に規定する放課後等デイサービス（以下

「児童発達支援等 」という。）並びに同条第７項に規定す

る障害児支援利用援助及び同条第８項に規定する継続障害児

支援利用援助その他発達に障害のある児童の支援に関する事

業 

(5) （略） (5) （略） 

（施設及び利用できるものの範囲） （施設及び利用できるものの範囲） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 白井市こども発達センター（以下「こども発達センター」

という。） 市内に住所を有する発達に障害のある児童及び

その保護者（児童発達支援及び保育所等訪問支援にあっては、

児童福祉法第２１条の５の７第９項に規定する通所受給者証

の交付を受けている障害のある児童及びその保護者に限る。）

(4) 白井市こども発達センター（以下「こども発達センター」

という。） 市内に住所を有する発達に障害のある児童及び

その保護者（児童発達支援等         にあっては、

児童福祉法第２１条の５の７第９項に規定する通所受給者証

の交付を受けている障害のある児童及びその保護者に限る。）

２ （略） ２ （略） 

（略） （略） 

（開所時間及び休所日） （開所時間及び休所日） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

施設の名称 開所時間 休所日 

（略） 

こども発達

センター 

午前８時３０分か

ら午後５時まで（児

童発達支援 にあ

っては午前９時か

ら午後３時まで、発

達及び療育につい

ての相談にあって

は午前９時から午

後５時まで） 

（略） 

 

施設の名称 開所時間 休所日 

（略） 

こども発達

センター 

午前８時３０分か

ら午後５時まで（児

童発達支援等にあ

っては午前９時か

ら午後４時まで、発

達及び療育につい

ての相談にあって

は午前９時から午

後５時まで） 

（略） 

（略） （略） 

（使用料の減免） （使用料の減免） 
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第１６条 （略） 第１６条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 児童福祉法              第１２条第１項

に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法（昭和３５年法

律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談

所において、療育手帳の交付を受けた者 

(2) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項

に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法（昭和３５年法

律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談

所において、療育手帳の交付を受けた者 

(3) （略） (3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（略） （略） 

 


